社会福祉法人　金沢市民生協会　行動計画
　職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、職員がその能力を十分に発揮できるようにするために行動計画を策定する。

１．計画期間　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間

２．内　　容

目標１：男性職員の育児休業取得率を２０％以上とする。
（対策）男性職員向け育児休業取得事例の周知
　　　　管理職に対する取得促進研修の実施
目標２：所定外労働時間を月平均５時間以内とする。
　（対策）業務の標準化・ＩＣＴ活用による効率化
　　　　　所得外労働の多い部署への個別指導
　目標３：育児休業復職後１年以内の定着率９０％以上
　（対策）ハラスメント相談窓口の明確化。

　　　　　復職後のフォロー面談の実施（３ヵ月、６ヵ月）
